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庁舎跡地等整備にかかるプロポーザルの
実施に向けた準備が始まりました

　村では、佐那河内
村庁舎跡地等活用検
討委員会の報告を受
け、佐那河内村旧庁
舎跡地および隣接す
る農業総合振興セン
ターを解体した後の
跡地に整備する新施
設整備に向けて、プ
ロポーザルにより事
業者を選定する準備
を進めています。
　プロポーザルの実
施にあたっては、高

度な技術、専門的な知識および豊富な経験に加え、佐那河内村の地勢などとの調和が求めら
れることから、最適な施設づくりをするため、公益社団法人徳島県建築士会等からの支援を
受けて検討を進めており、現在の状況をお知らせします。
　また、プロポーザルはデザインや仕様を確定するものではなく、事業者を決定するもので
あるため、今後、進捗状況について随時公表していきます。

◦新施設のテーマ
　幅広い世代の多くの村民がつどい、交流できる施設
　　～農業総合振興センターの機能を継承するとともに、新たな交流を創造する施設～

◦施設づくりにあたっての整備方針
　現在の農業総合振興センターの機能（住民活動拠点および指定避難所としての機能）を継
承しつつ、現在の村に不足する施設機能を追加し、新たなイベントの実施や幅広い世代の居
場所づくりなど、さらなる交流を創出する拠点として整備します。
　なお、加工室機能については食業工房に移行するため継承しないこととします。
　また、工事については農業総合振興センターを解体して一期と二期工事とする報告を受け
ていましたが、敷地内に調理室をはじめとする機能を有した仮設施設を設置できることが判
明しました。敷地内に仮設施設を設置し、従来の農業総合振興センターの機能を維持しつつ
農業総合振興センターと庁舎跡地に一体的な建物を新設する工法により整備を行うことで、
施設計画の自由度を高め、内容を充実させていきます。
　農業総合振興センターは、年間を通して多くの村民が利用する施設であることから、仮設
施設を設置し、工事期間中も村民のみなさまの活動が継続できるようにしてまいります。
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令和６年度の救急活動状況
1. 事故種別救急出動件数および搬送人員

事 故 種 別
令和６年度 令和５年度 令和４年度
出動件数

（搬送人員）
出動件数

（搬送人員）
出動件数

（搬送人員）

急 　 病 88
（82）

102
（95）

97
（92）

交 　 通 17
（18）

６
（６）

10
（13）

一 般 負 傷 29
（27）

34
（33）

29
（28）

そ の 他 ４
（２）

５
（４）

３
（３）

計 138
（129）

147
（138）

139
（136）

2. 年齢区分別搬送人員
高齢者 成　人 少　年 乳幼児 新生児 計

人　員 93 30 ２ ４ ０ 129
新生児：生後28日未満の人　乳幼児：生後28日以上満7歳未満の人
少年：満7歳以上満18歳未満の人　成人：18歳以上満65歳未満の人
高齢者：満65歳以上の人

3. 事故種別月別出動件数
急　病 交　通 一　般 その他 計

４月 ９ １ ３ ０ 13
５月 ５ ０ ２ ０ ７
６月 ３ ５ ０ １ ９
７月 11 ３ ４ １ 19
８月 12 １ １ ０ 14
９月 ９ １ ５ ０ 15
10月 ７ １ ２ ０  10
11月 ６ ２ ３ １ 12
12月 ８ １ ４ ０ 13
１月 ４ １ １ ０ ６
２月 ６ ０ ２ １ ９
３月 ８ １ ２ ０ 11
計 88 17 29 ４ 138

4. 曜日別出動件数
月 火 水 木 金 土 日 計

件　数 17 23 22 18 23 16 19 138

5. 地区別出動件数
高樋地区 嵯峨地区 宮前地区 計

件数 50 24 64 138

6. 事故種別傷病程度別搬送人員
急病 交通 一般 その他 計

死　亡 ３ ０ ０ ０ ３
重　症 ９ ４ ６ ０ 19
中等症 34 ４ 13 ０ 51
軽　症 35 10 ９ ２ 56

計 81 18 28 ２ 129

8. 覚知時刻別出動件数
令和６年度 令和５年度 令和４年度

0時～ 2時 ３ ５ １
2時～ 4時 ３ ６ ７
4時～ 6時 ５ ８ ４
6時～ 8時 ９ ８ 11
8時～ 10時 27 18 18
10時～ 12時 21 17 18
12時～ 14時 19 21 18
14時～ 16時 10 20 19
16時～ 18時 13 26 12
18時～ 20時 16 11 15
20時～ 22時 ６ ５ ７
22時～ 24時 ６ ２ ９

計 138 147 139

9. 病院別搬送人員
日赤 中央 市民 田岡 協立 その他 計

令和６年度 74 ４ ９ 13 19 10 129
令和５年度 70 ６ ８ 11 21 22 138
令和４年度 71 15 ７ ９ 17 17 136

10. CPA（心肺停止）症例
C P A ３人

11. 熱中症症例
熱 中 症 ４人

12. ドクターカー・ドクターヘリ・防災ヘリ連携
ド ク タ ー カ ー ０件
ド ク タ ー ヘ リ ０件
防 災 ヘ リ ０件

計 ０件

13. 応急処置等実施状況
項　目 件数（人）

止 血 10
被 覆 12
固 定 13
保 温 29
酸 素 吸 入 35
人 工 呼 吸 ０
胸 骨 圧 迫 ０
心 肺 蘇 生 ３
在 宅 療 法 継 続 ０
血 圧 測 定 127
心 音・ 呼 吸 音 聴 取 13
血中酸素飽和度測定 127
心 電 図 測 定 65
気 道 確 保 ２
除 細 動 ２
体 位 の 確 保 100
そ の 他 の 処 置 ４
搬 送 人 員 129

７. 現場到着所要時間および現場滞在時間 ※不搬送およびサブ搬送人員は、滞在所要時間に含まれていません。

①入電から救急搬送車が現場に到着するまでの所要時間
平均現着所要時間 ５分未満 ５分以上10分未満 10分以上15分未満 15分以上20分未満 20分以上 計

時間・件数 ８分54秒 5 85 37 10 １ 138

②現場に到着してから現場を出発するまでの所要時間
平均滞在所用時間 10分未満 10分以上 15分以上 20分以上 30分以上 計

時間・件数 19分06秒 17 30 30 35 16 128
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【お詫びと訂正】

広報佐那河内４月号 狂犬病集団注射日程の誤りについて
　平素、村行政に格段のご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

広報佐那河内４月号に狂犬病予防注射の日程の誤りがありました。
　お詫びして訂正いたします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
令和７年度 春期 狂犬病集団注射日程 （訂正箇所 赤字）

誤）令和７年７月30日㈬
正）令和７年５月30日㈮

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お問い合わせ ● 産業環境課

農地の農用地区域からの除外申請の受付について
　農地を農地以外（具体例：宅地、駐車場、資材置場、植林など）に利用する場合には、農業委員会
への転用の申請をする前に、農用地区域から除外する手続きが必要です。該当者は、産業環境課まで
申請をお願いします。

【申請受付期限】 令和７年６月２日㈪から６月30日㈪まで
【 申 請 用 紙 】 産業環境課または村ホームページ

申請にあたり次の点にご留意をお願いします。
⃝‌�申請地が農用地区域内農地かどうかは産業環境課で確認できます。
⃝�農用地区域からの除外、農地転用は、農業委員会の審議を経て、県の同意・許可を受けることにな

りますので、一定の期間（約半年）がかかります。農地以外に転用をお考えの人は、早めにご相談
ください。

⃝�申請の内容や周囲の状況などから判断して、除外できない場合があります。詳しくは、産業環境課
までお問い合わせください。

農地の無断転用などはやめましょう
⃝‌�‌� 農地法の許可を受けずに転用したり（無断転用）、申請した内容と違うものを作ったりすること（許

可条件違反）は、認められていません。
⃝‌�‌� 農地法違反で刑事告発されると、最高３年以下の懲役または300万円以下の罰金（法人は１億円以

下の罰金）に処せられることがあります。また、国や県から工事の中止や原状回復（元の農地の状
態に戻す）などの命令がなされる場合があります。

⃝‌�‌� 違反転用事業者はもちろん、土地の所有者も違反転用者として処分の対象となりますのでご注意く
ださい。

お問い合わせ ● 産業環境課

お知らせ
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お問い合わせ ● 住民税務課
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令和７年度　がん検診および特定健診のお知らせ
　令和７年度のがん検診と特定健診を次の日程で実施します。受診をご希望される人は、事前予約が必要
です。各検診日程の申し込み期限までに、健康福祉課保健衛生係までお申し込みください。ぜひ、この機
会に受診してください。

⃝がん検診日程および場所（集団健診）
検診日程 検診場所 受付時間

令和７年６月７日㈯
【申し込み期限：５月16日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年７月５日㈯
【申し込み期限：６月13日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年８月２日㈯
【申し込み期限：７月11日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年９月６日㈯
【申し込み期限：８月15日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年10月４日㈯
【申し込み期限：９月12日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年10月20日㈪
【申し込み期限：９月26日㈮】

※‌�村内開催なので、期限までに申し込みできなく
ても受診はできます。その場合は、事前に問診
票をお渡しできないことがありますので、ご了
承ください。

佐那河内村役場

‌�子宮がん検診および骨密度検査
は、実施しないのでご注意くだ
さい。

８：30 ～11：00

令和７年11月８日㈯
【申し込み期限：10月10日㈮】

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

８：00 ～10：30
※‌�この時間の範囲内で個人毎に受付時

間をご案内します。

令和７年12月25日㈭
【申し込み期限：11月28日㈮】

※‌�村内開催なので、期限までに申し込みできなく
ても受診はできます。その場合は、事前に問診
票をお渡しできないことがありますので、ご了
承ください。

佐那河内村役場

‌�子宮がん検診および骨密度検査
は、実施しないのでご注意くだ
さい。

８：30 ～11：00

子宮がん検診は
９：30 ～11：00

※‌�６月から11月までのとくしま未来健康づくり機構で行うがん検診は、各月予約枠15人（先着順）で実施
します。なお、とくしま未来健康づくり機構におけるオプション項目【頚部エコー検査：負担金3,520円・
腹部エコー検査：負担金5,940円】を追加できます。ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

※‌�10月の農振センターで行うがん検診で、完全予約制、先着20人限定でオプション項目【頚部・腹部エコー
検査：負担金9,460円】ができます。ご希望の人は、お早めにお申し込みください。
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⃝がん検診内容および負担金（集団健診）
検診内容 対象者 負担金

胃がん検診
（バリウム検査）

40歳以上の村民
※令和７年度に胃内視鏡検診を受診した人は受診できません。 500円

肺がん検診 40歳以上の村民
（65歳以上の人は結核検診を含みます） 100円

喀痰検査 肺がん検診受診者で、肺がんの危険性が高いと認められた村民 300円

大腸がん検診 40歳以上の村民 300円

肝炎ウィルス
検査

①‌�令和７年度において満40歳となる村民�  
（昭和60年４月１日～昭和61年３月31日生まれの人）

②‌�平成14年度から令和６年度までの間に、肝炎ウィルス検査の対象者
であって、受診の機会を逸した村民

300円

前立腺がん検診 50歳以上の村民（男性のみ） 1,000円

骨密度検査 40歳以上の村民 400円

（婦人科検診）
子宮がん検診

20歳以上の村民（女性のみ）
※‌�２年に１回の受診が標準です。原則として、令和６年度に受診された人は、令和８年度に

検診を受けるようお願いします。
400円

（婦人科検診）
乳がん検診

40歳以上の村民（女性のみ）
※‌�２年に１回の受診が標準です。原則として、令和６年度に受診された人は、令和８年度に

検診を受けるようお願いします。
1,000円

※生活保護受給者の人は、負担金は無料です。

※‌�12月25日㈭の村内で行う検診では、歯科健診および口腔がん検診も行います。歯科健診および口腔がん
検診の負担金は無料なので、この機会にぜひ受診してください。

※‌�特定健診受診券をお持ちの人は、がん検診と同時実施できます。村集団健診で特定健診を受診した場合
に限り、特定健診のオプション検査として眼底検査・尿蛋白定量検査・推定食塩摂取量測定検査も受診
できます。（加入保険の種類を問わず、村民の人は無料でオプション検査を受診できます）�  
ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。なお、６月に行われる特定健診については、国保
の人は受診券が手元に届いていませんので、国民健康保険証と負担金1,000円を持参してください。

【胃内視鏡検診について】 
胃内視鏡検診を指定医療機関（個別医療機関）において、令和７年６月１日㈰から令和８年２月28日㈯ま
で随時実施します。検診希望者は、検診に必要な書類などを送付するため、事前に健康福祉課保健衛生係
へお申し込みお問い合わせください。

検診内容 対象者 負担金

胃内視鏡検診
50歳以上の村民

※‌�２年に１回の受診となります。令和６年度に胃内視鏡検診を受診された人は令和７年度に
検診を受けるようお願いします。ご了承ください。

4,100円

※子宮がん検診および骨密度検査は、実施しないのでご注意ください。※頸部・腹部エコー検査は、実施しないのでご注意ください。

お問い合わせ ● 健康福祉課
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不妊治療費および不育症検査治療費に
かかった費用の一部を助成します

不妊症・不育症に係る経済的負担の軽減を図り、妊娠を希望する人を支援するため、費用助成
事業を開始しました。

【対象者】
次の全てに該当する人が対象です。

⑴ 法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。
⑵ ‌�治療等開始日において、夫婦ともに1年以上継続して佐那河内村の住民基本台帳に記録され

ていること。
⑶ 助成申請に係る治療等の期間の初日における治療等を受ける妻の年齢が43歳未満であること。
⑷ 助成申請に係る治療等について、他の自治体等が実施する治療等の助成を受けていないこと。
⑸ 本事業の助成の申請日に、夫婦が村税等（佐那河内村）の滞納がないこと。

不妊症治療費助成事業 不育症検査治療費助成事業

助成対象となる
治療等

令和７年４月１日以降に保険診
療で実施された生殖補助医療お
よびその一環としての男性不妊
治療（精巣内精子採取術等）

産科婦人科医の属する国内の医
療機関で令和７年４月１日以降
に保険診療で実施された治療等

助成額

助成対象となる治療等に要した自己負担額の合計金額に相当する額と
し、１回当たり10万円を限度とします。
※‌�自己負担額に対し、医療保険各法等の保険者が負担すべき高額療養費および保

険者からの付加給付がある場合は、これを控除するものとします。
※‌�入院時の差額ベッド代、食事代および文書料等不妊治療に直接関係のない費用

は助成対象外とします。

助成回数

初めて助成を受けた際の治療期
間の初日における妻の年齢が、
40歳未満：通算６回まで
40歳以上43歳未満：通算３回
まで

助成回数は、１年度につき１回
までとし、その通算助成回数は、
６回を限度とします。

申請方法
治療等が終了した日から１年以内に、必要書類を添えてご申請くださ
い。必要書類につきましては、ホームページをご確認いただくか健康
福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ ● 健康福祉課
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中尾谷地区宅地造成地完成間近
　令和元年度から事業を行ってきました、「中
尾谷地区宅地造成事業」について、間もなく全
区画が完成する運びとなりました。

　今後「水道管布設工事」を行い、その後に分
譲地内の道路と各区画の舗装工事を施工します。
　なお、現在、各区画の面積を確定する作業を
行っています。
　６月中旬には一般公募に先立ち、村民を対象
にした先行予約の受付を開始します。

　今回の分譲区画数は、８区画です。
　先行予約の受付は、「広報佐那河内」にチラシを折り込むほか、常会、村内放送などでお知らせ
します。　
　分譲に関する詳細については、企画政策課までお問い合わせください。

お問い合わせ ● 企画政策課
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佐那河内 史料散策  その20

　稲木家文書のなかに、「名東郡上佐那河内村百姓共之内無家督ニ付市中并ニ祖谷山江罷越シ相稼居
申者相調指上帳　扣」と表紙に書かれた資料があります。文政７年（1824）５月のもので、村内で家
督を継げない者が徳島城下や祖谷山に稼ぎに出ていくという実態があったのですが、そうした実情を書
き上げたものです。
　この指上帳には、新魚町や東新町、西新町、西大工町、佐古町、助任町、二軒屋町などの市中各所
へ25人、美馬郡祖谷山へ10人が稼ぎに出ていったことが記されています。
　当時は、徳島の城下ばかりではなく、祖谷山地方でも多くの労働力を受容できる社会であったことが
わかります。

徳島県立総合教育センター地図 昨秋のアスティとくしまでの展示風景

「さなごうち今昔物語」展開催中!!
　現在、板野町にある徳島県立総合教育センターの１階マナビィセンター交流コーナーで「さなごうち今
昔物語」展を開催しています。かつての村の景観が写された古写真と現在の風景を比べながら、その推移
を感じ取れるパネルを展示しています。会期は５月25日㈰まで、開館時間は９：00 ～ 17：00になってい
ます〈土日は開館、月曜休館〉。
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▪佐那河内演芸まつり開催▪佐那河内演芸まつり開催
　4月6日(日)、佐那河内ジェラートのオープンとともに、新家にて佐那河
内演芸まつりが開催されました。落語研究会のみなさんが落語やマジック
ショーを披露すると会場は多くの笑い声に包まれました。今年初のジェラー
トを食べながら、たくさんの人に楽しんでいただけました。

※次回は令和７年10月19日㈰に開催予定です。

▪「新家」の週替りスイーツ▪「新家」の週替りスイーツ
　地域交流拠点「新家」では、毎週
日曜日にガトーアンジェさんのシフォン
ケーキやコーヒーゼリー、カスタードプ
リン、パンナコッタ（ブルーベリー、ス
トロベリー）などのさまざまな商品を
週替わりで販売しています。なかでもカ
フェオレが入ったコーヒーゼリーは最高
です。ミルクをかけて食べてみてください。
　ふわふわのシフォンケーキは、どのお味も最高です。毎週変わるので、何があるかは来てか
らのお楽しみ。週末の日曜日は、ジェラートと一緒にガトーアンジェの商品を買いに来てくだ
さい。

▪カ▪カイイロプラクティック体験ロプラクティック体験
　地域交流拠点「新家」では、昨年の10月
からカイロプラクティック一生（いっしょ
う）さんと、カイロプラクティックひまわ
りさんが施術をしてくれています。月に1回
決まった日に開催しています。頭痛、肩こり、
腰痛がつらい人、姿勢や猫背が気になる人、
下半身が痩せにくい等、身体のお悩みを相談してみませんか？ぜひこの機会に体験してみてく
ださい。

5月の予定	  ・5月25日(日)カイロプラクティック一生さん　　 10：00 ～ 17：00
	  ・5月29日(木)カイロプラクティックひまわりさん 10：00 ～ 15：00

【お問い合わせ】
一般財団法人さなごうち事務局
電話 636-4030  FAX.636-4032
E-mail:zaidan-info@mb-sanagochi.foundation
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春の新家マルシェを開催しました！春の新家マルシェを開催しました！
　4月13日(日)に春の新家マルシェを開催しました。あいにくの
雨ではありましたが、多くの来場者で大盛況の1日となりました。
今回はSanana Beat JAMも開催し、佐那人さんと河童さんに
よるライブやダンスチームの子どもたちのダンスパフォーマンス
の披露もあり、大変盛り上がりました。新家では、地域交流拠
点として、村内外からたくさんの人に足を運んでいただけるよう
努力してまいります。
　佐那人の歌、河童の「ゆず」、楽しそうにダンスをしている子
どもたち、チアのパフォーマンス、どれも素晴らしく、見ている
人が楽しく元気になる1日だったと思います。
　佐那人さん、河童さん、ダンスチームのみなさん、出店して
いただいたみなさん、雨の中パットライスをしていただいたしゃ
くなげさん、ご協力いただいたみなさん、大盛況の新家マルシェ
となりました。大変お世話になり、ありがとうございました。












